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韓国における教員評価制度の変遷と課題 
―教員の勤務成績評定制度の成立と変化を中心に― 

鄭 修娟 
（九州大学／大学院生） 

                Ⅰ はじめに 
                Ⅱ 教員統制の手段 
                Ⅲ 新しい教員像の登場 
                Ⅳ おわりに 

Ⅰ はじめに 

現在、韓国の教員評価制度は教員の昇進・人事

資料への活用を目的とする「勤務成績評定制度

(1964～)」、競争による教員の質・モチベーション

の向上を目的とする「成果賞与金評価制度(2001

～)」、保護者・児童生徒による満足度調査に基づ

いて教員の専門性の伸長を目的とする「教員能力

開発評価制度(2010～)」の 3 つの制度によって構

成されている。2015 年 7 月、韓国の教育部（日本

の文部科学省）は「教員評価の簡素化」による業

務負担の緩和と年功序列式評価問題の解決などを

目的とする「教員評価制度の改善方案」を発表し

た。特に勤務評定制度と成果給評価を統合し、「成

果評価」として位置付け、「公正性」と「客観性」

を目指した教員評価制度を強調している
(1)
。 

しかし、これに対して教職員団体からは「教師

への責任転嫁・統制の強化である」と主張し、定

性的評価が主である勤務成績評定と、定量的評価

が主である成果給評価を統合するのは、教育現場

を混乱させるだけでなく、実質的に従来の「勤務

成績評定制度の復活・強化」になりかねないと批

判している。

この点、本稿は韓国における教員評価制度の変

遷と課題を考察するにあたって、先述した 3 つの

制度のうち、1964 年から実施してきている「勤務

成績評定制度」に焦点をあて、その成立と変化を

各時期別の社会的・政治的状況とともに検討する

ことを目的とする。

韓国国内の教員勤務評定制度に関する従来の先

行研究は、主に①法制度上の限界(制度の内容分

析)、②学校現場の実態(教員の意識調査)という 2

つの視点からその課題を論じており、いずれも新

しい教員評価制度の必要性にその論点が置かれて

いる傾向がある。 

まず、①制度の「法的限界」を論じる研究の多

くは、同制度が独立した法律ではなく、「教育公務

員の昇進規定（大統領令）」の中に定められている

法的限界から、その目的や機能があくまでも昇進

などの人事行政資料に活用されることを指摘して

いる。より具体的に、評価の目的が昇進候補者の

選定に限定されている点、授業改善など教員の能

力開発を促進する評価項目が設定されていない点

（教師の資質態度に偏った評定内容）、校長・教頭

による形式的評価にとどまっており、専門性が確

保されていない点、校長が評価対象から除外され

ている点、昇進年齢になっていない若手教師や私

立学校教師の無関心、昇進規定上の評定要素と内

容・規準が抽象的である点、評価過程と結果が非

公開であるためにその手続きが体系的ではない点、

などがその課題として挙げられており、「結果的に

勤務評定は、教員の資質能力の開発や専門性の向

上と連携できていない」ことを述べている (ジョ

ン・スヒョン 2000、キム・キュテ 2001、ジョン・

ゼサン 2003、カン・インス 2003、イ・ビョンファ

ン他 2004 など)。 

次に、②学校現場の実態という視点からは、特

に 2000 年代以降に関連研究が活発になされてお

り、評価者(学校管理職)と被評価者(教師)の意識

調査を通じて勤務評定の限界を述べながら、新し

い評価制度の準拠開発の側面から具体的な評価基

準や尺度を作成し実験的に導入したうえで、実際

の効果を検証している(キム・イギョン他 2005、

ジョ・ヘジン 2007、シン・ヒョンソク 2008、ジョ・
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フンスン 2009 など)。 

しかし、以上のような先行研究はいずれも勤務

評定制度の限界を論じるとともに、より「科学的

な教員評価制度」の開発という側面にその目的が

傾いており、勤務評定制度がどのような歴史的文

脈の中で生まれたのか、またいかに変化してきた

のかについては詳しく検討されていない。そこで

本稿では、政府の公式文書、新聞記事、議事録な

どの資料に基づき、各時期における評価基準や教

員像の変化を検討することによって、「教員に求め

られる資質力量」が政治的状況にいかに影響され

ていたのか、またそれに対して学界や学校現場で

はどのような反応がなされていたのか、その文脈

を検討することとしたい。 

また、90 年代以降は、それまでの軍部政権から

民主政権に代わる新たな転換期であり、公教育制

度改革においてもパラダイムが変化したと言われ

ているため、本稿の対象からは外し、詳しい内容

に関しては別稿に譲りたい。 

Ⅱ 教員統制の手段 

 韓国の教員勤務成績評定は、「教育公務員の昇進

規定(1964.7.8、大統領令第 1863 号)」の中に定め

ており、およそ 20 回以上の改正を経て現在に至

る。しかし、1964 年の制定、1972 年の全文改正、

1986 年の評定要素の改正、1990 年の一部改正な

ど、大きく 4 つの時期にわけることができる。本

章ではまず、1960 年代の政治的・社会的状況の中

で制定された勤務評定制度の内容を検討する。 

１．国家公務員法の廃止と教育公務員法の改正 

上述したように、教育公務員
(2)
に対する評価は、

1964 年の「教育公務員昇進規定」の制定(当時、

朴正熙大統領)により実施されるようになった。よ

り注目すべきは、同規定が新しく制定される前に、

それまでの「旧国家公務員法」が「廃止制定」さ

れるにつれ、教育公務員法(1953 年制定)も大きく

改正されたことである。 

韓国の旧国家公務員法は 1949 年 8 月 12 日、法

律第 44 号として制定・公布されたが、1961 年・

1962 年の一部改正を経て、「新国家公務員法案」

が 1963 年 3 月 29 日、国家再建最高会議常任委員

会
(3)
を通して旧法は廃止され、改正法が新しく制

定された。公務員の勤務評定は、この改正法「第

6 章 能率-第 51 条 勤務成績の評定」によって最

初に制定されるようになる。  

当時の金ビョンサム内閣事務所長は、国家公務

員法の改正と勤務成績評定規定の制定にあたって、

「公務員昇進制度の合理化と有能な人材の発掘に

目的」があると述べ、「階級別・職制別に昇進候補

者の序列を事前に決定し、上位職に欠員が出た場

合にこの序列順位に基づいて公正かつ合理的な昇

進制度を確立する」ことを表明した。改正法では

「公務員に適用する人事行政の根本基準を確立し、

その公正を期するとともに、国民全体への奉仕者

として行政の民主的・能率的運営に期することを

目的」としながら、公務員の政治活動、労働運動

や集団活動を全面禁止した。また、「別定職」と「一

般職」として公務員を区分し、教員の場合は「別

定職」に属するようになった。

最高会議常任委員会は「(旧法では)採用や昇進

において有能なものを任用する成績主義の原則を

実現できず、能率増進のための積極的な人事政策

を遂行できないなど、多くの問題点を内包してお

り、効率的な人事管理が難しいため、全面的な改

正を断行し、成績主義の原則を具現するとともに

積極的な人事政策を実現することによって行政能

図１ 本稿の分析対象 

1964 年勤評成立

1972 年勤評改正

1990 年勤評改正

1986 年勤評改正

新しい評価制度の設計導入 

植民地開放後～60 年代以前の動向 
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率の向上に期する」
(4)
ことを改正理由として述べ

た。これは、「成績主義(merit system)」に立脚す

る公務員制度の確立であり、「評価制度」を行政の

効率性や統制機能のために位置付けていたことが

読みとれる。 

このような国家公務員法の改正に伴い、教育公

務員法も全文改正(1963.12.5 改正・1964.1.1 施

行)されるようになる。その主要な改正内容は、①

正教師、準教師、特殊教師として区分されていた

教師の資格を、正教師、準教師、教導教師(生活指

導)、司書教師、実技教師、養護教師など、より細

分化させるとともに、教育大学(初等教員養成)・

師範大学(中等教員養成)以外の一般大学の卒業者

に対しては教員検定資格試験を合格しない限り、

(準教師)資格を付与しないこと、②教育公務員の

昇進任用は同種職務の下位職にあたる者の中で、

経歴評定、再教育成績、勤務成績の順位に基づい

て作成した候補者名簿の順位によること、③教員

の定年を一律に 61 歳にすること（以前は 65 歳）

などであった。 

教育公務員法の改正は、すべての教育機関、す

べての教員を統制するための政策手段
(5)
であった。

また、このような政策意図はその後、実績主義に

基づいた教員の「序列化」を主軸とする勤務評定

制度の制定においても読みとれる。 

２．教育公務員昇進規定の成立 

(1)教育公務員昇進規定の概要 

旧教育公務員法は、たとえば、教頭の資格
(6)
に

ついて「1 級正教師の資格を有し、3 年間の教育経

歴を持つもの、または 2 級の資格を有し、6 年以

上の教育経歴を持つもの」として規定し、具体的

な昇進規定は定められていなかった。 

1964 年制定された最初の「教育公務員の昇進規

定」は、従来の教育公務員に対する昇進任用の規

定が明確でなかったことに対する反省として、教

育公務員法の改正とともに、教員の昇進・任用方

法をより具体化させたものである。その概要は 5

章 39 条・附則 2 項に構成されており、経歴点数
(7)
・勤務成績・研修成績

(8)
に分けられている。また、

三つの成績の合計が 200 点満点となっており、そ

のうち勤務成績は 60 点を占めていた。同規定は、

第一章総則において「教育公務員の経歴、勤務成

績、再教育及び研修成績、その他の訓練成績の評

定と昇進候補者名簿の作成に関する事項を規定す

ることによって教育公務員の昇進任用において人

事行政の公正を期することを目的とする(傍線は、

筆者)」と定めており、昇進名簿作成のための情報

収集及び人事における「公正性」を最大の目的に

おいていることを明記している。 

勤務成績評定に関する内容は、「第 3 章 勤務成

績評定(第 18 条～第 26 条)」に定めているが、 具

体的に(第 18 条)評定基準、(第 19 条)評定表、(第

20 条)評定者と確認者、(第 21 条)時期、(第 22 条)

評定例外、(第 23 条)評定点数の分布比率、(第 24

条)採点、(第 25 条)評定結果の報告、(第 26 条)評

定結果の非公開原則を規定している。その概要は

以下の通りである。 

表１ 勤務成績評定規定（1964.7.8） 

評定結果の分布比率 評価項目及び 
評定区分 

計 

勤
務
成
績 

優 20% 51 点以上 ・ 勤 務 実 績
(30)4 項目、職
務 遂 行 能 力
(15)3 項目、職
務 遂 行 態 度
(15)3 項目に区
分し、各項目別
に優(8,5 点)良
(6,3 点)可(4,2
点)に評定し、合
算した総点/60
×80 に換算 
・1 年間の勤務
評定だけ反映 
・毎年 12 月末 

60
点 

良 70% 36～50 点 

可 10% 35 点以下 

最高点数 60 点 
(全体比率 30%) 

期間：64 年名簿作成～68 年名簿作成(5 年) 

 この時期の勤務成績評定は勤務実績、職務遂行

能力、職務遂行態度に区分し、1 年間の勤務成績

だけを反映するようになっている。以下では、各

評定項目と評定要素をより詳しく検討する。 

(2)評定項目の設定 

 規定では評定基準について「1.職位別に妥当な

要素の基準に依拠し、評定すること」「2.評定者の

主観を排除し、客観的根拠に基づいて評定するこ

と」「3.信頼性と妥当性を保障すること」「4.被評

定者の勤務成績を総合的に分析評価すること」の

ように定めており、評定結果の公正性を重視して

いることがわかる。 

また、評定者は「被評定者の上級監督者」であ

り、確認者は「評定者の直勤上級監督者」である。
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ただ、文教部が必要と認める場合には、被評定者

の上級監督者の中で評定者と確認者を別に指定す

ることができる(第 20 条)となっている。さらに、

具体的な評定内容については、「第 19 条（評定表）」

において次のように定めている。 

表２ (教師)勤務成績評定表(1964)

評定 
項目 

評定要素 評定尺度 

勤務 
実績 

（30 点） 

学級運営 
学級運営、または
担当業務に成果を 

上げているか 

学習指導 

教材研究を継続
し、効果的な学習

指導方法を 
求めているか 

生活指導 

用意周到に科学的
な方法を用いて 

生活指導の成果を 
上げているか 

教育研究 
教育の効率度を上
げるための研究 
実績があるか 

職務 
遂行 
能力 

(15 点) 

基本実力 
教師としての 

基本的な実力を 
持っているか 

指導力 
児童生徒を指導す
る能力があるか 

創意力 
教育効果を高める
ために創意力を 
発揮しているか 

職務 
遂行 
態度 

(15 点) 

責任感 
職務遂行において
責任感と実践力を 

持っているか 

協調性 
上下同僚間の協調
に努力しているか 

遵法性 
諸盤法規、及び指
示・命令を誠実に 
遵守しているか 

以上のように、この時期は教員の教授・学習

活動に必要な資質態度などの「手段」に評価の

焦点を当てている
(9)
ことが読みとれる。すなわ

ち、評定者の価値判断に任される方面が大きく、

評定者の立場は「監督者」であり、教師が持つ

一般的技術や資質を確認するにとどまる「官僚

的評価(bureaucratic evaluation)」
（10）

の限界を

有していたといえる。また、教師の職務遂行態

度として「遵法性」を取り上げ、指示・命令へ

の遵守を評定尺度として出している点にも注目

されたい。 

３．1970 年代における教員統制の強化 

 1969 年以降
(11)

になると、軍部政権は国民学校

(現、初等学校)の教員勤務評定を強化する方案

を提出するなど、勤評制度を通じて教員統制を

より進めていった。特に、教員組織において校

長・教頭・教師の上下組織を改編し、主任教師

制度を新たに設置する
(12)

など、「教員の階層化」

を図っていた点も特徴である。 

文教部は「今まで国民学校の教師たちは 4 年

経つと、自動的に勤務校が変わるため、授業に

熱意を見せてこなかった」と述べ、これに対す

る解決策として「勤務評定簿に「補助簿」を新

設し、評定の公正を期するとともに、成績の悪

い教師は排除すること」を新たに提示した。ま

た、「今まで勤評はほぼ校長 1 人が評定し、主観

的になりやすかったため、一般教師からの不満

が多かった。そこで、校長、教頭に加え、奨学

士(日本の指導主事 筆者注)を追加し、この 3

人が評定を行うようにする」ことを打ち出した。

さらに、「評定は校長、教頭が 60 点、奨学士が

40 点、計 100 点満点にし、1 年に 2 回集計、2

年間の成績を人事に反映することにする」とし、

学校管理職の評定権限を 40 点から 60 点に高め

るとともに、行政による直接的な評価も強化し

ていた。
(13)

 このような過程を経て、昇進規定は 1972 年に

全文改正され、その後 1974 年・1979 年に一部

改正されるようになった。改正昇進規定の評定

要素別点数をみると、経歴成績 80 点、勤務成績

80 点、研修成績 40 点、加算点 20 点
（14）

で合計

220 点満点になっている。 

表３ 勤務成績評定規定(1972) 

区分 内容 計 

勤
務
成
績 

秀 10% 
優 30% 
良 50% 
可 10% 

・勤務成績は勤務実績(40)の
4 項目、職務遂行能力(20)3 項
目、職務遂行態度(20)3 項目
に区分し 、各項 目別に 秀
(10,8,6 点)優(8,6,4.5 点)良
(6,4,3 点)可(4,2,1.5 点)に
評定し、合算した総点に換算 

80
点 

 1 年間の勤務評定を反映、毎年６月末評定 
期間：73 年名簿作成～75 年名簿作成(３年間) 

勤務成績の場合、それ以前、200 点満点の 60

点(全体比率 0.3%)を占めていたが、この改正に

より 220 点満点の 80 点（全体比率約 0.36%）を

占めるようになり、その全体比率が上がってい

る。それに伴って評定項目も勤務実績(40)、職
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務遂行能力(20)、職務遂行態度(20)の各配点数

値を上げ、従来の優・良・可の 3 段階の評定区

分から、秀(10)・優(30)・良(50)・可(10)の 4 段

階に区分している。 

次に 1974 年の一部改正においては、第 24 条

の 2 項を新設し、「勤務評定調整委員会」を新た

に設置するように定められた。その内容は「勤

務成績を調整するために昇進候補者名簿作成単

位別に勤務評定調整委員会(以下、調整委員会と

する)を置く。②第 1 項の調整委員会は評定対

象者の上位職公務員の中でその設置機関の長が

指定する 5 人以上 7 人以内の委員が構成し、委

員長はその設置機関の長の次の順位者になる」

ことを定めており、管理職に任される評定の補

完策を出しているが、これは評定者として奨学

士を加えることと同じく、評定結果の信頼性を

担保するというよりは、結果の「正当化」を図

り、一般教師からの不満を抑えるための目的

を持っていたといえる。 

さらに、当時のユン・キチュン文教部長官は

文教政策の重点課題として「教職観を評定要素

に反映させ、教員勤務評定制度を改善し、教職

者姿勢を転換させる(傍線は、筆者)」ことを提

唱し
(15)

、教職に対する態度や姿勢まで評価の射

程に入れ、教員への統制をより進めていった。 

Ⅲ 新しい教員像の登場 

 本章では、1980 年代における新しい軍事政権の

登場、学界における議論、学校現場や教職員労働

組合からの要求によって教員評価がどのように位

置づけられるようになったのかを確認し、勤務評

定の評定項目の変更内容を検討する。 

１.「品位のある教員像」の登場 

教員の勤務評定は、1980 年代の新しい軍部勢力

(当時、全斗煥大統領)の統治のもとで引き続き改

正されていった。この時期に政権は、教員の政治

勢力化を阻止し、個人間・集団間競争を促し、教

員の勢力を分散させていた
(16)

。当時は、公務員の

勤評制度に関してもその「客観性」が主な問題と

して浮上したが、行政学者などの専門家たちを中

心に「昇進規定の中で経歴評定や研修評定はある

程度客観性が保障されるが、勤務評定の場合、評

定者の主観が強く影響するため不合理的な結果に

なりやすい」
(17)

と主張され、公務員の勤評制度改

正を求める声が上がっていた。

このような文脈と連携して、文教部内部におい

ても「年功序列式の昇進が社会一般的な意識と合

わないという指摘」(文教部 1985)が認識・共有さ

れ、教育公務員の昇進規定を改正(1986 年 4 月制

定・施行)するにいたる。文教部は改正理由を「教

育公務員に対する勤務成績評定の客観性を高める

ため」と説明し、「3 年間の勤務成績を反映し評定

するように改め、教育成績及び研究実績の評定範

囲と評定点、各種加算点の評定点を調整すること、

教育公務員の昇進に関する各種評定制度を改善し、

教職の専門性を高める一方で、教員が教育に専念

できるようにすること」をその政策意図として述

べた。改正された評定表は次の通りである。 

表４ (教師)勤務成績評定表(1986) 

評定 
項目 

評定要素 評定尺度 

資質態度 

①教育観・教職
観(8) 

〇国民教育哲学 
○民族の師匠とし
ての自覚 

②教育者として
の品格(8) 

○教育愛の発揚 
○日常の言動及び
性格の維持(特に、
保護者、児童生徒か
らの反響) 

③責任感(8) ○指示命令の遂行 
○服務 
○遵法性 

④奉仕性(8) ○校内協働 
○地域社会連携 

⑤創意性(8) ○改善の積極性 

勤務実績 

⑥学習指導(8) ○教材研究 (指導
案） 
○指導目標・方法 
○授業の質 
○評価 

⑦生活指導(8) ○計画及び方法の
合理性 
○学生及び家庭の
理解 
〇学生の人格及び
進路指導 
○問題生徒の指導 

⑧学級経営(8) ○経営案活用 
○経営方針・実践 
○環境構成 

⑨担当業務(8) ○計画処理の正確
性及び迅速性 
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⑩教育研究(8) ○研究発表 
○自己研修 

・調整点数(１次調整+２次調整)の平均点を合算 

最も大きな変化は、「資質及び態度」の評定要素

の中に「教育者としての品格維持」が追加された

点である。これは、当時の学級崩壊や校内暴力な

どの学校問題が浮上するなかで、「教員の質」を高

めることをその主な解決策として取り上げていた

ことに起因する。特に、このような動きは教員評

価だけでなく、教員養成段階においても導入され

ていた。たとえば、当時の与党民政党は「優秀教

員の確保と教員資質向上のために、師範大学志願

者に対して「師範大学進学的確選別委員会(仮称)」

が主管する適性検査・人性検査を行い、事前に志

願者を選別する方案」を出すなど、教員としての

心構えや、特定基準に基づく「品格・品性」など

の内面要素を評価することを打ち出していたが、

これは、文教部の政策立案において当時の与党が

大きな影響力を発揮していた政治的文脈とも関連

している。 

表５ 勤務成績評定規定(1986.4.26) 

区分 点数 内容 計 

勤
務
成
績 

秀 20% 
優 30% 

美 40% 

良 10% 

72 点以上 
64 点～ 72
点未満 
56 点～ 64
点未満 
56 点未満 

・勤務成績は資
質及び態度(40)
の５項目、勤務
実績(40)の５項
目など、全 10 項
目に区分し、各
項目別に 8 点ま
で評定し、10 項
目の点数を合算
する 
・勤務評定調整
委員会の調整点
を合算すること
ができる 

80
点 

 1 年間の勤務評定を反映、毎年 12 月末評定 
期間：73 年名簿作成～86 年名簿作成(14 年) 

 この時期は、評定比率の「秀」を 10%から 20%に

上げる一方で、「美」を 50%から 40%に下げ全体の

比率を 20:30:40:10 に設定し、公正性・客観性の

関係から、評定者と確認者の評定比率を 50:50 に

調整するなど、その点数比率にも変化がみられる。 

２．学界の議論と教育現場からの要求 

 新しい軍部勢力の登場とともに、教員評価に対

する認識は、「教職観」における根本的な見直しを

求め、教員の日常の言動や「性格」といった内面

にまで及んでいた。しかし、これは教員の「自律

性・自発性」を前提として「個々人の専門性の伸

長」をその最終目的とするものではなかった。ま

た 1980 年代後半になると、政府は「合理性」「多

様性」「効率性」「個人の責任」「創意力」に基づい

た競争を教育の重要な要素として提示し、教育現

場における「権威主義の追放」を政策課題として

出すとともに、「学校教育改善のための細部の実践

計画」を発表し、教員の勤務成績評定において「授

業・学生指導の評定点を上げ、評定要素を改善す

ること」を提唱した
(18)

。 

 この点、当時、教育行政学者の盧宗熙は、以上の

諸政策に対して、「現在の規定は教員たちが激しい

競争をするように構造的に誘導している」と批判

し、「点数で競争させるだけでは有能な教員を確保

できない(中略)何よりも教職の専門的特性を十分

に考慮しなければならない」
(19)

と指摘、昇進規定

の改善とともに勤務評定に対する総合的な視点が

必要であると主張している。同じく教育行政学者

のパク・ヨンスクは、効果的な教員勤務評定制度

の開発をテーマとした論文において、教員個人と

学校組織の発達を重視する「発達志向的アプロー

チ」を紹介し、人事行政の単純な機能だけを果た

す評価制度からの脱皮を求めている
(20)

。このよう

な学界における動きは、「専門職」としての教職を

重視し、教員の専門性を伸長するための評価制度

の必要性を提起したものとして意義をもつ。 

つまり、この時期は学界において少数ではある

が、「教職の専門性」に関する議論とともに、教員

の資質向上のための法制度の整備や評定制度の改

善を求める声が上がっていた
(21)

といえる。さらに、

学校現場における評定制度への不満や改善の要求

が新聞に報じられる
(22)

など、社会的ニーズも高ま

っており、勤務評定は 1990 年に改めて改正され

るようになる。 

表６ 教育勤務成績評定(1990) 

評定項目 評定要素 評定尺度 

資質態度 

①教育者 
としての
品性(12) 

〇国民教育哲学 
○民族の師匠としての自覚 
○教育愛の発揚 
○日常の言動及び性格の維
持(特に、保護者、児童生徒か
らの反響) 
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②使命 
意識 
(12) 

○指示命令の遂行 
○服務 
○遵法性 
○校内協働 
○地域社会連携 
○創案提出 

勤務実績 

③学習 
指導 
(24) 

○教材研究（指導案） 
○指導目標及び方法 
○授業の質 
○評価 

④生活 
 指導 
 (16) 

○計画及び方法の合理性 
○学生及び家庭の理解 
〇学生の人格及び進路指導 

⑤学級経
営・教育
研究及び
担当業務 
(18) 

○経営案活用 
○経営方針及び実践 
○環境構成 
○計画処理の正確性及び迅
速性 
○研修授業 
○自己研修 

1990 年改正のポイントは「長期勤務の教員にメ

リットを付与し、学習指導と学生生活指導に充実

する教師が高い点数をもらう」(文教部 1990「教

育公務員昇進規定の改正案」)ようにしたことであ

る。また 10 個に区分されていた評定要素を、①教

師としての品性(12 点)、②使命意識(12 点)、③学

習指導(24 点)、④生活指導(16 点)、⑤学級経営教

育研究及び担当業務(16点)などの5要素に統合し

ている。これによって学習指導の比率が高くなる

とともに、責任感・奉仕性・創意性と分けられて

いた項目がすべて「教員としての品性」の中に入

るようになった。次に、「教育研究」として分離さ

れていた「研究発表」や「自己研修」が学級経営

と同じ枠に位置付けられた。 

このような改正案に対して全国教職員労働組合

(1989 年設立、1999 年合法化)は、「教育者として

の品格、使命意識、学習指導、生活指導、学級経

営及び教育研究など、評価項目の客観性が乏しく、

その基準があいまいで評定者の主観によって悪用

される恐れがある」とし、「専門性と自律性が保障

されるべき教師の教育活動は評価の対象にならな

いことから廃止しなければならない」と主張した。 

その後、1993 年の金泳三政府の発足とともに、

「品位のある有能な教員の育成」、「能力中心の昇

進・報酬体制への改善」、「学校経営の結果を総合

的に評価し能力のある教員が優待されるよう昇進

基準を再調整すること」が再び政策レベルで議論
(23)

されるようになる。特に、教育サービスの需要

者認識が強まっていくとともに教員社会において

も「競争体制」が必要であるという認識が一般的

に共有されるようになり、教員評価は従来の「勤

評制度の改善・改正」の枠ではなく、全く「新し

い教員評価制度」の成立にその焦点があてられて

いく。 

Ⅳ おわりに 

以上、本稿では韓国における教員の勤務成績評

定制度の成立と変化過程について政府文書、の新

聞記事、関連する先行研究を参考に検討してきた。 

教員の勤務評定は 1964 年の軍事政権のもと、国

家公務員法の廃止・改正という文脈の中で「教育

公務員の昇進規定」の中に位置付けられた。しか

し、「公務員の順位付け」の一環として「評価制度」

が提唱され、文教政策においても一般行政の統制

機能が影響されるとともに、「教員の階層化」を進

める政策が同時に進行していた点から、当時の評

定制度は教員の専門性伸長を図ることを目的に設

計されたとは言い難い。 

この時期は政治的・行政的権力がすべて中央政

府(中央情報部)の「国家再建最高会議」に集中し、

教育政策に関する政策立案もここで行われ、文教

部を経て執行されていた。教育政策計画や設定に

おいては教育学者もそれなりに参加していたこと

が窺えるが
 (24)

、どの程度の影響力を有していたの

かは今後より検討する必要がある。 

次に、1970 年代には教員評価に「加算点」を与

える形式をとりながら、「優待される教員」を作り

だしていたが、これは当時の教育需要の急激な増

加にともない、人事面における制度整備が必要で

あったことが原因である。また一方で教員間の競

争を促すシステムを本格的に導入することによっ

て評価の「正当性」を担保することに焦点が当て

られていたことも読みとれる。 

1980 年代以降になると、新しい軍事政権による

教員統制の基本的な方向性は以前と変わらなかっ

たが、公務員の評価制度における「客観性」が社

会的な問題となり、教員勤務評定においてもその

評価尺度や基準が一部改正され、教員がもつべき

「品格」が一つの評価基準として入ってきた。 
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以上のような教員評価制度の展開は、1990 年代

以降から新たな転換を見せるようになるが、この

時期から韓国社会の全般にわかって拡散された民

主化の影響により、教育政策においても新たな改

革が開始された。すなわち、教員の勤務評定を従

来の「昇進」を目的とする制度ではなく、専門性

を重視する制度として改めて認識しはじめていた

のである。このような動きは少ない数ではあるが、

90 年代前半より、学界においても何人かの学者を

中心に議論されていた
(25)

。さらに学校現場におけ

る不満の声もメディアを通じて報じられるように

なり、それまで活動を禁止されていた教員組合か

らの主張も社会に表明されるようになった点は、

教員の資質向上を目的とする教員評価の新たな定

義づけに大きな影響を与えていたと考えられる。 

すなわち、行政側の一方的な政策・制度設計で

はなく、教員組合の活動や学界での議論が政策提

言にまで影響しはじめるようになったことが推測

できる。このような動きは教員評価の「客観性」

と「正当性」を同時に担保しつつ、より「科学的」

な評価手法の要求と開発に繋がっていたと考えら

れる。 

本稿では 60 年代以降、韓国国内の政治的・社会

的状況を踏まえながら、教員評価制度の変化を検

討することによってその基準や内容にどのような

個人・集団が影響を及ぼしていたのかについて考

察した。しかし、制度変遷の全体像を把握するた

めには、勤務評定が制度として成立する以前、教

員に対してどのように評価が行われていたのか、

その実態を読みとり、「教員の資質能力」を上げる

ための手段として「評価」が位置付けられるよう

になった制度的起源を検討することが必要である。

これに関しては今後の課題としたい。 

【注】 

(1)このような変更について、改善方案の作成を主

に担当してきた研究グループは、「昇進に関心

を持つ少数の教員だけが勤務評定を重視する

傾向があり、また成果給の算定方式も量的指標

に傾いているため、学生の生活変化といった質

的部分は反映されていない課題を持っている」

と述べ、「勤務評定と成果給評価を単純に統合

したものではなく、それぞれのデメリットを最

小化するための方案」であると説明した。その

具体的内容は以下の通りである。 

＜教員評価制度の改正案＞ 

区分 既存 変更 
変更 
目的 

評価 
項目 

3 回 
(①勤務評
定、②個

人・学校成
果賞与金評
価、③教員
能力開発 
評価) 

2 回 
(①勤務成績評
定＋個人成果
賞与金評価

（成果評価）、
②教員能力開
発評価（専門

性評価） 

評価 
簡素化・ 
効率化 

学校成果
給の廃止 

評価 
期間 

年度単位 
(1.1～
12.31) 

学年度単位 
(3.1～ 
2 月末) 

教員評価
対象期間
の統一 
効果 

＜評価用語及び指標の改善＞ 

区分 既存 変更 
変更 
目的 

評価 
用語 

(8 つの用語を
別途使用)領
域、事項、分
野、要素、指
標、項目、内

容、基準 

(4 つの用語
に整備) 

領域、要素、
指標、項目 

専門性
の強調
と能力
に応じ
た待遇 

教員評
価要素
及び指
標改善 

(学習指導) 
指標 12 

(生活指導) 
指標 2 

（学習指導）
指標９ 

（生活指導）
指標３ 

生活指
導領域
要素明
確化 

生活指
導領域
の比率 

20% 30% 

教育公
務員と
しての
品性及
び姿勢
の比率
を縮小 

出典：韓国教育部教員政策課・ソウル特別市教育庁「教員評

価制度改善方案(試案)の細部内容」2015年に基づき筆者翻訳・

作成 

(2)現在、韓国の国家公務員法第 2 条によると、公

務員は経歴職と特殊経歴職に区分される。ここ

で経歴職公務員はその実績と資格によって任

用され、身分が保障されるとともに、一生その

職につくことが予想される公務員を指す。教育

公務員はこの「経歴職公務員」に属する。 

(3)当時の軍部勢力が立法・司法・行政の 3 つの権

力を掌握するために設置していた国家最高の

統治議決機構である。  

(4)国家法令情報センター(法律1325号 1963.4.17 

「国家公務員法」http://www.law.go.kr/)参照。 

(5)ソ・ゼヨン(2003)「韓国教員処遇政策の政治、
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社会力学的性格研究-1945 年から 1990 年代ま

での新聞資料分析を中心に」延世大学校大学院

博士学位論文。 

(6)現在の教育公務員法第 2 条によると、教育公

務員は教育機関に勤務する教員及び助教と、教

育行政機関に勤務する奨学官・奨学士、そして

教育機関・教育行政機関または教育研究機関に

勤務する教育研究官・教育研究士を指す。また、

教師は初・中等教育法第 21 条に基づき、準教

師、正教師 1・2 級、専門相談教師 1・2 級、実

技教師、保健教師 1・2 級、司書教師 1・2 級、

栄養教師 1・2 級に分類される。 

(7)経歴評定は基本経歴、付加経歴に区分され、基

本経歴は 1・2・3 期、各 5 年ずつ計 15 年とし

ており、付加経歴は学歴、教師資格試験、研修、

再教育、訓練の各項目に点数をつけ、計 100 点

満点になっている。 

(8)研修成績は、15 年以内の 60 時間以上の研修の

中で、最近履修した一つだけを評定し、40 点

満点となっている。 

(9)パク・ヨンスク(1991)「教員勤務成績評価体制

の改善研究-発達志向的アプローチを中心に」

梨花女子大学校大学院・博士学位論文。 

(10)Wise, Aurthur E. & Linda Darling-

Hammond, Teacher Evaluation & Teacher 

Professionalism (1984) Educational 

Leadership,Vol.42,No.4,p.30。 

(11)1970 年代の韓国社会は朴正熙大統領による

全体主義体制に入り、憲法の効力が停止して

いた。当時は教育内容が政府によって全面統

制され、教師の役割も限定された。特に、生

活指導においては政府の指針が直接反映さ

れ、経済発展に必要な人的資源を育てるのが

最も重要な教育目的として設定された。 

(12)文教部『教育通鑑』1972 年。 

(13)当時、文教部は月 1 回の勤務成績評定を行う

よう、各市道教育監(日本の教育長)と各学校

長に指示するなど、管理職の評価権限を強化

する方向性を示していた。 

(14)60 年代末の教育機会への社会的受容が増加

するとともに、教員の昇進任用においても、

へき地勤務に対する加算点を付与すること

になる。 

(15)毎日経済新聞 1975/02/07 

(16)ソ・ゼヨン(2003)、前掲。 

(17)東亜日報 1981/06/02 

(18)京郷新聞 1989/10/14 

(19)盧宗熙(1988)「学校行政家の指導性行動の概念

化及び測定に関する研究」教育学研究、

Vol.26。 

(20)パク・ヨンスク(1991)、前掲。 

(21)その他に、イ・ギシュク(1991)「中等教師勤

務成績評定基準の不当性と評定方法にみる

適切性に関する教員の評価」などがある。 

(22)当時、ソウル・クリョン中学校教師であった

ナム・ヒョンウは京郷新聞(1989/07/24)の記

事において勤務評定が「教職の専門性を無視」

する制度であると批判し、特に「勤務成績評

定の公正性と信頼性を改善するためにその

評定要素を具体化・客観化しなければならな

い」と指摘している。 

(23)金泳三政府によって展開された主な政策とし

ては「学校運営委員会の設置」「教員の定年短

縮」などが挙げられる。 

(24)中央教育研究所「中央教育研究所 20 年誌」

1973 年、p.98。 

(25)たとえば、パク・ヨンスク(1991)、イ・ギシ

ュク(1991)などがある。 
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